
事  務  連 絡   

令和６年４月５日   

各所属所事務担当者 様 

公立学校共済組合京都支部厚生貸付係    

 

「福利きょうと」の送付について 

 

「福利きょうと」は年４回発行します。 

組合員（休職中等の組合員、短期組合員を含む）の方に１部ずつ配付していただきますよう、お願いしま

す。なお、当共済組合の組合員でない方や、任意継続組合員の方は配付対象ではありません。 

送付部数に過不足が生じる場合は、下欄に必要事項等を記入の上、この事務連絡を FAX（075-432-

0607）にて送信してください。不足分は後日発送します。 

また、公立学校共済組合京都支部の組合員専用ページから「福利きょうと」をご覧いただけます。 

 

注意 

・この事務連絡は、各回の「福利きょうと」送付時には同封しません。 

・年度中に増減があった時は随時送信ください。 

 

 

「福利きょうと」部数連絡 

  

 

所属所名 

 

（京都市メール     コース）  

＊京都市立学校のみ記入      

住   所 

〒 

 

 

電話番号 
 

御担当者名 
 

 

今回の過不足数             部   多い ・ 不足 

次回からの必要部数             部 


